
 

一 

 
公
職
の
候
補
者
と
な
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
の
確
保
の
た
め
の
立
候
補
休
暇
に
関
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

 

○
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）〔
附
則
第
三
条
関
係
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

第
十
二
条 

こ
の
法
律
で
平
均
賃
金
と
は
、
こ
れ
を
算
定
す
べ
き
事
由
の
発
生
し
た

日
以
前
三
箇
月
間
に
そ
の
労
働
者
に
対
し
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
総
額
を
、
そ
の
期

間
の
総
日
数
で
除
し
た
金
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
は
、
次
の
各
号
の
一

に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
・
二 

〔
略
〕 

② 

前
項
の
期
間
は
、
賃
金
締
切
日
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
直
前
の
賃
金
締
切

日
か
ら
起
算
す
る
。 

③ 

前
二
項
に
規
定
す
る
期
間
中
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
期
間
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
日
数
及
び
そ
の
期
間
中
の
賃
金
は
、
前
二
項
の
期

間
及
び
賃
金
の
総
額
か
ら
控
除
す
る
。 

 

一
～
四 

〔
略
〕 

 

五 

公
職
の
候
補
者
と
な
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
の
確
保
の
た
め
の
立
候
補

休
暇
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
立
候
補
休
暇
を
取
得
し
た
期
間 

 

六 

〔
略
〕 

④
～
⑧ 

〔
略
〕 

  

（
年
次
有
給
休
暇
） 

第
十
二
条 

〔
同
上
〕 

    

一
・
二 

〔
同
上
〕 

② 

〔
同
上
〕 

 

③ 

〔
同
上
〕 

   

一
～
四 

〔
同
上
〕 

 

〔
新
設
〕 

   
五 
〔
同
上
〕 

④
～
⑧ 
〔
同
上
〕 

  

（
年
次
有
給
休
暇
） 



  

二 

第
三
十
九
条 

使
用
者
は
、
そ
の
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
間
継
続
勤
務

し
全
労
働
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
労
働
者
に
対
し
て
、
継
続
し
、
又
は
分
割
し

た
十
労
働
日
の
有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

使
用
者
は
、
一
年
六
箇
月
以
上
継
続
勤
務
し
た
労
働
者
に
対
し
て
は
、
雇
入
れ

の
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
を
超
え
て
継
続
勤
務
す
る
日
（
以
下
「
六
箇
月
経
過

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
た
継
続
勤
務
年
数
一
年
ご
と
に
、
前
項
の
日
数
に
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
六
箇
月
経
過
日
か
ら
起
算
し
た
継
続
勤
務
年
数
の
区

分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
労
働
日
を
加
算
し
た
有
給
休
暇
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
継
続
勤
務
し
た
期
間
を
六
箇
月
経
過
日
か
ら
一
年
ご

と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
最
後
に
一
年
未
満
の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
期

間
）
の
初
日
の
前
日
の
属
す
る
期
間
に
お
い
て
出
勤
し
た
日
数
が
全
労
働
日
の
八

割
未
満
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
当
該
初
日
以
後
の
一
年
間
に
お
い
て
は
有
給
休

暇
を
与
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

表 

〔
略
〕 

③
～
⑨ 

〔
略
〕 

⑩ 

労
働
者
が
業
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
に
休
業
し
た
期

間
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す

る
介
護
休
業
を
し
た
期
間
及
び
公
職
の
候
補
者
と
な
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続

の
確
保
の
た
め
の
立
候
補
休
暇
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
立

候
補
休
暇
を
取
得
し
た
期
間
並
び
に
産
前
産
後
の
女
性
が
第
六
十
五
条
の
規
定

第
三
十
九
条 

〔
同
上
〕 

  

② 

〔
同
上
〕 

          

表 

〔
同
上
〕 

③
～
⑨ 

〔
同
上
〕 

⑩ 

労
働
者
が
業
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
に
休
業
し
た
期

間
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定

す
る
介
護
休
業
を
し
た
期
間
並
び
に
産
前
産
後
の
女
性
が
第
六
十
五
条
の
規
定

に
よ
つ
て
休
業
し
た
期
間
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
出
勤
し
た
も
の
と
み
な
す
。 



 

三 

に
よ
つ
て
休
業
し
た
期
間
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
出
勤
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 

 
 



  

四 

○
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）〔
附
則
第
四
条
関
係
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

（
有
給
休
暇
の
付
与
） 

第
七
十
四
条 
船
舶
所
有
者
は
、
船
員
が
同
一
の
事
業
に
属
す
る
船
舶
に
お
い
て
初

め
て
六
箇
月
間
連
続
し
て
勤
務
（
船
舶
の
ぎ
装
又
は
修
繕
中
の
勤
務
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
六
箇
月
の
経
過
後
一
年
以
内
に
そ
の
船

員
に
次
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
の
有
給
休
暇
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
舶
が
航
海
の
途
中
に
あ
る
と
き
、
又
は
船
舶
の
工

事
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
航
海
又
は
工
事
に
必
要
な
期
間
（
工
事
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三

箇
月
以
内
に
限
る
。）
、
有
給
休
暇
を
与
え
る
こ
と
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

船
舶
所
有
者
は
、
船
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
有
給
休
暇
に
係
る

連
続
し
た
勤
務
の
後
に
当
該
同
一
の
事
業
に
属
す
る
船
舶
に
お
い
て
一
年
間
連

続
し
て
勤
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
一
年
の
経
過
後
一
年
以
内
に
そ
の
船
員

に
次
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
の
有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

③ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

④ 

船
員
が
同
一
の
事
業
に
属
す
る
船
舶
に
お
け
る
勤
務
に
準
ず
る
勤
務
と
し
て

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
期
間
並
び
に
船
員
が
職
務
上
負
傷

し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
勤
務
に
従
事
し
な
い
期
間
、
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成

 

（
有
給
休
暇
の
付
与
） 

第
七
十
四
条 

〔
同
上
〕 

       

② 

〔
同
上
〕 

    

③ 

〔
同
上
〕 

④ 
船
員
が
同
一
の
事
業
に
属
す
る
船
舶
に
お
け
る
勤
務
に
準
ず
る
勤
務
と
し
て

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
期
間
並
び
に
船
員
が
職
務
上
負
傷

し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
勤
務
に
従
事
し
な
い
期
間
、
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成



 

五 

三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
又
は
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
介
護
休
業
（
同
法
第
六
十
一
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
を
す
る
た
め
の
休
業
を
含
む
。）
を

し
た
期
間
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
の
確
保
の
た
め
の
立

候
補
休
暇
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
立
候
補
休
暇
を
取
得
し
た
期
間
及
び
女
子
の
船
員
が
第
八
十
七
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
勤
務
に
従
事
し
な
い
期
間
は
、
連
続
し
て
勤
務

に
従
事
し
た
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
事
業
に
属
す
る
船
舶
に
お
い
て

勤
務
に
従
事
し
た
期
間
と
み
な
す
。 

⑤ 

〔
略
〕 

三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
又
は
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
介
護
休
業
（
同
法
第
六
十
一
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
介
護
を
す
る
た
め
の
休
業
を
含
む
。）
を

し
た
期
間
及
び
女
子
の
船
員
が
第
八
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

つ
て
勤
務
に
従
事
し
な
い
期
間
は
、
連
続
し
て
勤
務
に
従
事
し
た
期
間
の
計
算
に

つ
い
て
は
、
同
一
の
事
業
に
属
す
る
船
舶
に
お
い
て
勤
務
に
従
事
し
た
期
間
と
み

な
す
。 

  

⑤ 

〔
同
上
〕 

 
 

 
 



  

六 

○
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
〔
附
則
第
五
条
関
係
〕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 
（
外
国
船
舶
派
遣
に
係
る
船
員
法
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
九
十
二
条 
〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
労
働
関
係
に
係
る
派
遣
船

員
は
、
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）、
労
働
組
合
法
、

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）、
中
小
企
業
退
職
金
共
済

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四

十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
、
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を

行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
公
職
の
候
補
者
と
な
る
労
働
者
の
雇

用
の
継
続
の
確
保
の
た
め
の
立
候
補
休
暇
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第 

 

 
 

 

号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
船
員
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な

技
術
的
読
替
え
は
、
命
令
で
定
め
る
。 

５ 

〔
略
〕 

（
外
国
船
舶
派
遣
に
係
る
船
員
法
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
九
十
二
条 

〔
同
上
〕 

２
・
３ 

〔
同
上
〕 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
労
働
関
係
に
係
る
派
遣
船

員
は
、
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）、
労
働
組
合
法
、

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）、
中
小
企
業
退
職
金
共
済

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四

十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）、
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護

を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
船
員
と
み
な
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
命
令
で
定
め
る
。 

  

５ 

〔
同
上
〕 

 
 

 
 



 

七 

○
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）
〔
附
則
第
六
条
関
係
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 
（
船
員
法
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
四
条 
〔
略
〕 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
労
働
関
係
に
係
る
労
務
供

給
船
員
は
、
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）、
労
働
組

合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九

十
二
号
）
、
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三

十
四
号
）
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福

祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
及
び
公
職
の
候
補
者
と
な
る

労
働
者
の
雇
用
の
継
続
の
確
保
の
た
め
の
立
候
補
休
暇
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元

年
法
律
第 

 
 

号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
船
員
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
命
令
で
定
め
る
。 

６ 

〔
略
〕 

（
船
員
法
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
四
条 

〔
同
上
〕 

２
～
４ 

〔
同
上
〕 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
労
働
関
係
に
係
る
労
務
供

給
船
員
は
、
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）、
労
働
組

合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九

十
二
号
）、
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三

十
四
号
）
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に

基
づ
い
て
発
す
る
命
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る

船
員
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
命
令
で
定

め
る
。 

 

６ 

〔
同
上
〕 

 
 

 
 



  

八 

○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）〔
附
則
第
七
条
関
係
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
措
置 

第
一
節 

業
務
の
範
囲
（
第
四
条
） 

第
二
節 

事
業
の
許
可
（
第
五
条
―
第
二
十
二
条
） 

第
三
節 

補
則
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
） 

第
三
章 

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
措
置 

第
一
節 

労
働
者
派
遣
契
約
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条
の
二
） 

第
二
節 

派
遣
元
事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
八
条
） 

第
三
節 

派
遣
先
の
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
三
条
） 

第
四
節 

労
働
基
準
法
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
等
（
第
四
十
四
条
―
第
四
十

七
条
の
三
の
二
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
四
十
七
条
の
四
―
第
五
十
七
条
） 

第
五
章 

罰
則
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
二
条
） 

 

（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
四
十
七
条
の
三 

〔
略
〕 

 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
措
置 

第
一
節 

業
務
の
範
囲
（
第
四
条
） 

第
二
節 

事
業
の
許
可
（
第
五
条
―
第
二
十
二
条
） 

第
三
節 

補
則
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
） 

第
三
章 

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
措
置 

第
一
節 

労
働
者
派
遣
契
約
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条
の
二
） 

第
二
節 

派
遣
元
事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
八
条
） 

第
三
節 

派
遣
先
の
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
三
条
） 

第
四
節 

労
働
基
準
法
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
等
（
第
四
十
四
条
―
第
四
十

七
条
の
三
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
四
十
七
条
の
四
―
第
五
十
七
条
） 

第
五
章 

罰
則
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
二
条
） 

 
（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
四
十
七
条
の
三 

〔
同
上
〕 

 



 

九 

（
公
職
の
候
補
者
と
な
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
の
確
保
の
た
め
の
立
候
補
休

暇
に
関
す
る
法
律
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
四
十
七
条
の
三
の
二 

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
指
揮

命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の
当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
就
業
に
関

し
て
は
、
当
該
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
も
ま
た
、
当
該
派
遣
労

働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
と
み
な
し
て
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
労
働
者
の
雇
用

の
継
続
の
確
保
の
た
め
の
立
候
補
休
暇
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第 

 

 
 

号
）
第
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

第
四
章 

雑
則 

（
事
業
主
団
体
等
の
責
務
） 

第
四
十
七
条
の
四 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

      

第
四
章 

雑
則 

（
事
業
主
団
体
等
の
責
務
） 

第
四
十
七
条
の
四 

〔
同
上
〕 

２ 

〔
同
上
〕 

 
 

 


